
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

令和　７年　２月１４日改訂
平成２９年　９月２６日 　 製品安全課

商品名等

（電気用品名等） 遠隔電源リセット装置 

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

遠距離にある装置（ルーター等）へ供給する電源のオフ／オンを、固定電話や

携帯端末の遠隔操作により行う。

○構造、仕様、意匠

ＡＣ入出力：ＡＣ１００Ｖ、２０Ａ ２ポート

 ＡＣ出力は差込みタイプの刃受け口

ＤＣ入出力：ＤＣ４８Ｖ、１０Ａ ２ポート

公衆電話回線網に接続され、固定電話や携帯端末により遠隔操作。

○主な使用者、販売先

企業（サーバー等ネットワーク機器を設置している場所）

２ 対象・非対象の解釈 

特定電気用品のうち、配線器具の「その他の差込み接続器」とし取り扱う。

（理由） 

点滅器に刃受けが装着されているものであり、「その他の差込み接続器」で対象

として取り扱うことが妥当と判断する。 

ただし、遠隔操作機構を有するものなので、旧解釈別表第四１（２）ロに適合す

る構造でなければならない。 


